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計 画 名高齢者保健福祉計画
　年度～　 16

（５）個別計画の概要

（４）総合計画･実施計画における概要   

高齢者保健福祉計画推進事業

老人福祉法第２０条の８、老人保健法第４６条の１８、介護保険法第１１７条

年度

0

平成13年度（評価対象年度）平成12年度

8,420
(１．０人）

実   績 目   標

0 0 0

〔様式　１〕

042（769）8354

事 務 事 業 評 価 表

平成１４年度

特　定　財　源

決算（予算）額

合　　計

人員・時間数
人　件　費

その他経費

事
　
業
　
費

高齢者保健福祉計画改定に係る実
態調査に対する市民意識の変化（市
民意見の反映度）

高齢者保健福祉計画改定に係る
市民意識の変化（市民意見の反映
度）

指　標　① 100120

５ 目標と実績

指標設定
の意図

目   標
平成11年度

２ 実施根拠及び関連法令等

（２）対象（誰、何）
３ 事業概要
（１）事業の目的

基本施策名
施  策  名

第
第

・高齢者等実態調査（高齢者一般調査、若年者一般調
査）の実施　（委託料　６，９９０千円）
・高齢者保健福祉推進会議の開催　　４回
（委員謝礼　２９１千円）
・シンポジウム開催　　　　　１回
（謝礼　１５４千円）（印刷費　１７７千円）

　いきいきと充実した生活をおくることができる高齢社会の形成をめざす高齢者保健
福祉計画の進行管理及び次期計画の策定（計画の見直し）を適切かつ円滑に行う。

市民一般
関連事業者

対象
数

（３）平成13年度事業の内容

計画年次 年度12

高齢者保健福祉計画の策定（H１２．３策定）

３年毎の見直し、H14改定。

シンポジウム参加者数と前回
（平成１１年度）参加者数との
比較

アンケート回収率（平成１３年度）÷アン
ケート回収率（平成１０年度）

指標式

高齢者一般調査アンケート回収率
と前回（平成１０年度）回収率と
の比較

若年者一般調査アンケート回収率
と前回（平成１０年度）回収率と
の比較

指標名

アンケート回収率（平成１３年度）÷ア
ンケート回収率（平成１０年度）

127

7,612

4,210

224

（０．５人）

0 4,434 16,032

0 0

5,601

8,420

8,105

8,420

0

100
100

0

14,02116,525

（１．０人） （１．０人）

事業開始年度
１ 総合計画における位置づけ

11210

政  策  名

事務事業名 事業コード

安心して生活できる福祉社会をつくります

指　標　②
指　標　③

141

実   績

４　評価指標

実   績

シンポジウム参加者数（平成１３年度）
÷シンポジウム参加者数（平成１１年
度）

〔金額単位：千円〕

平成14年度

高齢者保健福祉計画改定に係る
実態調査に対する市民意識の変
化（市民意見の反映度）

いきいきとした高齢社会の創造
地域ケアサービスの充実

担当部課名

主要事業計画対象の有無

高齢者福祉 高齢者福祉課 係

12

保健福祉部

有



129.4%
1

119.8 141.2 ③ e
100.0 100.0 f

1

1

1

1

1

あ　る

な　い

あ　る

な　い

1

説明：

説明：

Ｃ：満足できない

高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）の円滑な実施のためには有効。

より市民意見を反映できるような推進体
制の構築に取り組みたい。

成果向上の余地

理由：
調査に対する市民意識が高くなっており、高齢者保健福祉計画へ充分反映できると考える。

Ａ：達成している　　　(α≧100%)

Ｂ：一部達成していない(100%>α≧80%)

Ｃ：達成していない   （80%>α)

   α＝①、②、③の平均値  ＝

×100=

評 価

（３）経済性・効率性･･･費用対効果は妥当か

Ｃ：適応していない

Ｃ：代替の可能性高い

（５）市民満足度・・・対象市民の満足は得られているか

平成１３年度に実施した実態調査の回収率やシンポジウム参加者数を勘案する
と、満足する効果はあったと考える。

理由：

理由：

理由：

理由：

評 価 Ａ：適応している
Ｂ：一部適応していない

評 価

Ｃ：妥当でない

Ａ：妥当である
Ｂ：一部妥当でない

Ａ：満足できる

Ａ：有効である

Ｂ：一部満足できない

理由：
Ｂ：一部有効である

Ｃ：有効でない

  

評 価

今後の進め方

継　    続

★ ★ ★ ★ ★

７ 総合評価

他自治
体の類
似事業
との比
較

高齢者保健福祉計画は市町村単位で策定しており、見直しの時期も同一であ
る。平成１４年度が計画見直しの時期となっており、本市においては、高齢者等実
態調査を平成１３年度に前倒し実施したもの。

評 価

（６）有効性･･･当該事業は上位の施策を実現する上で有効か

アンケート回収率やシンポジウム参加者数を勘案すると、市民意識の向上はうか
がえる。市民意見の反映には今後も努める必要がある。

評 価

Ａ：代替の可能性ない

Ｂ：代替の可能性低い

100.0

６　個別評価

（２）必要性･･･時代変化に適応した事業内容か

（１）達成度･･･目標をどれだけ達成したか

評 価

①  a
b

141.2%119.8%
127.2

127.2%
②  c
 d

6

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法の中で市町村において作成するものと定め
られており、本市において実施すべきである。

×100= ×100=

（４）事業の代替性・・・県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か

高齢者保健福祉計画は、高齢社会をめぐる課題に対して基本目標や取り組むべ
き施策を定め、また保健福祉サービスと介護保険サービスの事業量や介護保険
料を見込んでおり、その進行管理を含めて行う本事業の必要性は高い。

コスト改善余地

廃     止

完     了

８二次評価における変更点

説明

平成１４年度は、計画見直しの時期となっており、平成１３年度に実施した高齢者
等実態調査の結果や各事業計画実施状況の評価分析の結果を踏まえ見直しを
行うもの。

計画策定に必要な最低限の調査及び
会議開催としている。

見　直　し

≪評価バランスチャート≫ 達成度

必要性

経済性・効率性

事業の代替性

市民満足度

有効性

A

B

C

A

B

C

AAA

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ


